
                                西条市立周桑病院 

西条市立周桑病院  （介護予防）通所リハビリテーション 重要事項説明書 

 

１． 事業者概要 

事業者名称 西条市立周桑病院 

主たる事務所の所在地 愛媛県西条市壬生川131番地 

法人種別 医療法人 

代表者名 理事長  雁木 淳一 

電話番号 0898-64-2630 

ファクシミリ番号 0898-65-5503 

 

 

２． ご利用事業所 

ご利用事業所の名称 西条市立周桑病院 

事業所の種類 （介護予防）通所リハビリテーション 

指定番号 ３８１０６１０３３１ 

所在地 愛媛県西条市壬生川131番地 

電話番号 0898-64-2630 

ファクシミリ番号 0898-65-5503 

開設年月日 平成３１年４月１日 

管理者の氏名 雁木 淳一 

サービス提供地域 西条市及び今治市 

 

 

３． 事業の目的と運営方針 

事業の目的 要介護者等に対し適切な指定通所リハビリテーション等を提供する。 

 

運営の方針 

要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション

を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 
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４． ご利用事業所の職員体制及び職務内容 

ご利用事業所の 

従業員の職種 

員数 勤務体制 職務内容 

医師（管理者） １名 

病院との兼務 

 月〜金 8：30〜17：15 病院勤務 

管理統括 

医師 ３名 

病院との兼務3名（管理者含む） 

 月〜金 8：30〜17：15 病院勤務 

従事者の指導 

利用者の医学的管理 

理学療法士 

又は 

作業療法士 

２名 

専従1名、病院との兼務1名 

月〜金 8：30〜17：15 

リハビリ業務全般 

生活指導・訪問指導など 

補助スタッフ １名 

病院との兼務 

 月〜金 8：30〜17：15 

物理療法補助、事務業務

など 

 

 

５． 営業日及び営業時間 

月曜日〜金曜日  8：30〜17：15  

（祝日、12月29日〜1月3日を除く） 

 

 

６． サービス提供日及びサービス提供時間、単位数 

  月曜日〜金曜日  8：30～10：10  10：20～12：00  13：20～15：00  1日3単位 

（祝日、12月29日〜1月3日を除く） 

 

 

７． 提供するサービス内容及び利用定員 

提供するサービス 

（介護予防）通所リハビリテーション 

所要時間１時間以上２時間未満 

利用定員 １単位７名 （１日３単位 合計２１名） 
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８． 利用料 

利用者の介護度に応じたサービス利用料金と、必要となった各種加算の合計金額。負担割合は、介 

護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。（別紙の料金表参照） 

 

 

９． 指定通所リハビリテーションの内容 

① リハビリテーション（個別、集団、生活指導、訪問指導など） 

② 物理療法（ホットパック、低周波治療器など） 

③ バイタルチェック（血圧、体温など） 

④ 医師の診察（状況に応じて実施） 

 

 

１０．サービス内容に関する相談、苦情について 

① 提供されたサービスに不満がある場合、いつでも下記の苦情申立機関に、苦情を申し立てる

ことができます。 

② 提供したサービスについて、苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対処し、サービス

の向上、改善に努めます。 

③ 苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。 

 

（１） 事業所の相談・苦情窓口 

西条市立周桑病院 通所リハビリテーション 

  担当者  佐伯 剛 

電話 0898-64-2630 

（対応時間 月〜金 8：30〜17：15） 

 

（２） 苦情申立機関 

西条市役所 長寿介護課 

西条市明屋敷164番地 

 電話 0897-56-5151 

 （対応時間 月〜金 8：30〜17：15） 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

          介護保険課 

松山市高岡町101番地1 

 電話 089-968-8700 

 （対応時間 月〜金 8：30〜17：15） 
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１１．衛生管理等について 

（１） サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） （介護予防）通所リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努   

めます。 

（３） 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（周桑病院開催 感染防

止対策委員会）に１月に１回出席し、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者においては、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練（周桑病院感染

防止対策委員会開催）に定期的に参加します。 

 

 

１２．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険サービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策

定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

１３．事故発生時の対応について 

 当事業所においてサービス提供中に事故が発生した場合、事故の内容に応じて以下の通り速やかに

対応します。 

（１）当該サービスを提供した職員又は第一発見者は、速やかに応急処置を行い医師・看護職員ま

たは上司に報告し、必要に応じて医学的対応を行います。 

（２）発生状況・身体状況を確認し、ご家族に速やか連絡します。 

（３）市など関係機関に連絡すると共に、事故の記録を行います。 

（４）事故の原因の調査・分析を行い、利用者やご家族に誠実に説明します。 

（５）賠償すべき事態となった場合には、速やかに対処します。 
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１４．非常災害対策 

 消防法施行規則３条に規定する消防計画及び、風水害、地震などの災害に対処する計画に基づき、

消防管理者を設置して非常災害対策を行います。 

 

 

１５．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知

徹底を図っています。 

（２）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（３）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（４）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 

 

 

１６．ご利用にあたっての注意事項について 

（１）体調不良などでのキャンセル 

急用、体調不良、その他で予約を取り消される場合は、ご連絡ください。 

連絡先 0898-64-2630（リハビリ室 内線1192） 

（２）送迎について 

当院までの送迎は行いません。利用者さん、ご家族の方でお願いします。 

（３）その他 

貴重品や危険物の持ち込み、他人への迷惑行為は禁止しております。 

 

改定日2024.6.1 

 

 

 

 

 


